
 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

特定機能病院における医療安全対策強化 

 



特
定
機
能
病
院
に
お
け
る
医
療
安
全
対
策
強
化
の
た
め
の
承
認
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
主
な
も
の
）

 
現

 
状

 

見
直
し
後
の
内
部
統
制

 

○
 
特
定
機
能
病
院
と
は

 
 
高
度
な
医
療
の
提
供
及
び
開
発
・評
価
、
研
修
を
行
う
能
力
を
有
す
る
病
院

 

 
特
定
機
能
病
院
に
は
、
高
度
な
医
療
を
提
供
す
る
に
あ
た
り
、
よ
り
一
層
高
度
な
医
療
安
全
管

理
体
制
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
旨
を
、
医
療
法
に
位
置
付
け
る
。

 

・
 
国
立
大
学
病
院
間
に
お
い
て
は
、

２
年
に
１
回
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施

 

・ 
監
査
委
員
会
の
設
置
（再
掲
）
 

・ 
特
定
機
能
病
院
間
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク

 
 

 
 

 
（
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
） 

開
設
者

 

管
理
者

 
（
病
院
長
）

 

医
療
安
全
管
理
責
任
者

 
（
規
定
な
し
）

 

○
 
診
療
録
等
の
管
理

 
・
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
実
施
方
法
に
差
が
あ
る

 
・
 
診
療
録
等
の
監
査
を
実
施
し
て
い
な
い
病
院
が
あ
る

 

○
 
事
故
等
の
報
告

 
・
 
報
告
の
基
準
が
明
確
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
報
告
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い

 
 

事
故
等
の
報
告
の
義
務
化

 
・
 
全
て
の
死
亡
事
例
の
医
療
安
全
管
理
部
門
・
管
理
者
へ
の
報
告
を
義
務
化

 

・
 
死
亡
事
例
以
外
で
も
、
一
定
以
上
の
事
例
に
つ
い
て
は
事
例
を
認
識
し
た
全
職
員
か
ら
の
報
告

を
義
務
化

 開
設
者

 

管
理
者

 
（
病
院
長
）

 
※
医
療
安
全
業
務
の
経
験
を
必
須
化

 

医
療
安
全
管
理
責
任
者
の
配
置

 
※
副
院
長
を
想
定

 

医
療
安
全
管
理
部
門

 
（
専
従
の
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
の
配
置
を
原
則
義
務
化
） 

医
療
安
全
管
理
委
員
会

 

外
部
監
査

 
（規
定
な
し
）

 

現
場
に
お
け
る
対
応

 

報
告
が
不
十
分

 

報
告
を
徹
底

 

報
告
等
が
不
十
分
な

 
診
療
科
等
の
指
導

 

監
査

 内
部
統
制

 

内
部
通
報
窓
口

 
機
能
を
義
務
化

 

監
査

 

（
※
赤
字
は
、
新
規
）

 

理
念
の
明
確
化

 

  ・
 
導
入
の
可
否
、
条
件
等
に
関
す
る
標
準
的
な
ル
ー
ル
が
な
い

 
・
 
ル
ー
ル
が
徹
底
さ
れ
ず
、
診
療
科
ご
と
で
遵
守
状
況
が
異
な
る

 

高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ
ロ
セ
ス

 

・
 
高
難
度
新
規
医
療
技
術
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
、
実
施
の
適
否
を
確
認
す
る
部
門
を
設
置

 
・
 
当
該
技
術
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
遵
守
す
べ
き
事
項
等
を
定
め
た
規
程
を
作
成

 
・
 
規
程
の
遵
守
状
況
を
確
認

 

高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化

 

医
療
安
全
管
理
委
員
会
※
１

 

指
導
が
不
十
分

 

外
部
監
査

 

外
部
監
査

 
※
３

 
医
薬
品
情
報
の
収
集
、
周
知
及
び
現
場
へ
の
指
導
を
強
化

 

○
 
事
故
を
防
ぐ
体
制

 
・
 
安
全
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
、
事
故
が
起
こ
っ
た
後
の
対
応
に
重
心

 
○

 
事
故
を
防
ぐ
体
制
の
確
保

 
・
 
平
時
か
ら
医
療
安
全
に
資
す
る
診
療
内
容
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
手
術
時
の
血
栓
予
防
策
実
施
率

等
）
や
医
療
安
全
の
認
識
の
浸
透
度
の
確
認
等
を
行
い
、
結
果
に
基
づ
い
て
事
故
等
の
防
止
策
を

立
案
し
、
徹
底
。
取
組
状
況
も
確
認
し
、
指
導
。

 

統
括

 
統
括

 

監
査

 

統
括

 

○
 
診
療
録
等
の
管
理
の
強
化

 
・
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
際
、
原
則
説
明
医
師
以
外
が
立
ち
会
う

 
・
 
診
療
録
等
の
定
期
的
な
内
部
監
査

 

現
場
に
お
け
る
改
善
策

 

監
査
委
員
会

 

開
設
者
が
設
置

 
・
医
師
等
だ
け
で
な
く
、

法
律
家
や
一
般
の
立
場

の
者
等
も
含
め
構
成

 

地
方
厚
生
局
に
よ
る
立
入
検
査

 

・
 
立
入
検
査
の
際
に
管
理
者
か
ら
直
接
ヒ
ア
リ
ン
グ

 
 

 
－

 
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
指
摘
事
項
の
改
善
状
況

 
 
－

 
内
部
監
査
時
の
指
摘
事
項
の
改
善
状
況

 

現
在
の
行
政
に
よ
る
立
入
検
査

 
・ 
医
療
法
に
基
づ
き
、
地
方
厚
生

局
に
よ
る
年
１
回
の
立
入
検
査

 
外
部
監
査

 
（規
定
な
し
） 

※
１

 
重
大
な
事
故
の
要
因
分
析
、
改
善
策
の
立
案
を
行
う
。
検
討
内
容
は
管
理
者
へ
報
告
す
る
。

 
※
２

 
医
療
安
全
管
理
委
員
会
で
策
定
さ
れ
た
指
針
に
基
づ
き
、
医
療
安
全
対
策
（
事
故
の
防
止
等
）を

 
 

 
実
施
。
死
亡
事
案
等
の
情
報
の
収
集
、
事
故
に
対
す
る
改
善
策
の
実
施
状
況
の
確
認
及
び
必
要
な

 
 

 
指
導
を
行
う
。

 

医
療
安
全
管
理
部
門
※
２

 

（医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
又
は
看
護
師
か
ら
少
な
く
と

も
１
名
の
専
任
の
者
を
配
置
） 

※
実
態
で
は
、
専
従
の
看
護
師
が
い
る
と
こ
ろ
が
多
い

 

※
 
医
療
安
全
管
理
業
務
に
関
わ
る
こ
と
が
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ

 
 
な
が
り
、
優
秀
な
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
が
進
む
よ
う
取
組
を
推
進

 

現
場
に
お
け
る
改
善
策

 

事
故
等
の
報
告

 
・
 
報
告
の
基
準
が
明
確
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
報
告
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い

 
 

現
在
の
内
部
統
制

 

統
括

 

第
4
4
 
回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会

 
平
成

2
8
年

2
月

1
8
日

 
資
料
１
－
１

 



 

大
学
附
属
病
院
等
の
医
療
安
全
確
保
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
等
を
踏
ま
え
た

 
 

特
定
機
能
病
院
の
承
認
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て

 

 
 

平
成

２
８

年
２

月
１

７
日

 

特
定
機
能
病
院
及
び
地
域
医
療
支
援
病
院

 

の
あ

り
方

に
関

す
る

検
討

会
 

 

○
 厚
生
労
働
省
は
、
大
学
附
属
病
院
等
に
お
い
て
、
医
療
安
全
に
関
す
る
重
大
な
事
案
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
内
に
「
大
学
附
属
病
院
等
の
医
療
安
全
確
保
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」
を
平
成
２
７
年

４
月
に
設
置
し
、
特
定
機
能
病
院
に
対
す
る
集
中
検
査
を
同
年
６
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
実
施
し
、
集
中
検
査
の
結
果

及
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
医
療
安
全
確
保
の
た
め
の
改
善
策
を
中
心
に
、
同
年
１
１
月
５
日
に
「
特
定
機
能
病
院
に
対
す

る
集
中
検
査
の
結
果
及
び
当
該
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
に
つ
い
て
」
と
し
て
報
告
を
と
り
ま
と
め
た
。

 

 

○
 本
検
討
会
に
お
い
て
は
、
上
記
報
告
を
踏
ま
え
、
高
度
か
つ
先
端
的
な
医
療
を
提
供
す
る
使
命
を
有
す
る
特
定
機
能
病

院
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
医
療
を
安
全
に
提
供
す
る
た
め
の
よ
り
一
層
高
度
な
医
療
安
全
管
理
体
制
の
確
保
が
な
さ
れ

る
よ
う
、
承
認
要
件
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。

 

 

○
 具
体
的
に
は
、
内
部
統
制
や
外
部
監
査
な
ど
の
医
療
安
全
管
理
体
制
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
及
び
診
療
録

等
の
管
理
体
制
等
、
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ
ロ
セ
ス
、
職
員
研
修
の
必
須
項
目
の
追
加
及
び
効
果
測
定
の
実

施
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
今
般
、
と
り
ま
と
め
を
行
っ
た
。

 

 

○
 検
討
結
果
の
と
り
ま
と
め
は
、
別
紙
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

第
4

4
回
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会

 

平
成

2
8

年
2

月
1

8
日

 

資
料

 

１
－
２

 

 



1
 

 

 

見
直
し
内
容

 

        「
特
定
機
能
病
院
に
対
す
る
集
中
検
査
の

結
果
」（

抜
粋
）
 

「
特
定
機
能
病
院
に
対
す
る
集
中
検
査
の

 

結
果
及
び
当
該
結
果
を
踏
ま
え
た
対
応
に

つ
い
て
」（

平
成

27
年

1
1
月
５
日
）
に
お

け
る
指
摘
の
う
ち
、
特
定
機
能
病
院
の

 

承
認
要
件
等
に
関
わ
る
事
項
（
ポ
イ
ン
ト
） 

特
定
機
能
病
院
の
承
認
要
件
等
の
 

見
直
し
を
講
ず
る
事
項
（
骨
子
）
 

（
主
に
省
令
を
念
頭
）
 

特
定
機
能
病
院
の
 

承
認
要
件
等
の
見
直
し
に
 

当
た
り
留
意
す
べ
き
事
項
 

１
．
 ガ

バ
ナ
ン
ス
の
確
保
・
医
療
安
全
管

理
体
制
に
つ
い
て

 

（
１
）
 内

部
統
制
に
つ
い
て

 

 

１
．
 ガ

バ
ナ
ン
ス
の
確
保
・
医
療
安
全
管

理
体
制
に
つ
い
て

 

（
１
）
 
内
部
統
制
に
つ
い
て
 

①
 

医
療
安
全
管
理
責
任
者
の
配
置
 

・
 
新
た
に
医
療
安
全
管
理
責
任
者
を
法
令

上
明
確
に
位
置
付
け
、
医
療
安
全
担
当
副

院
長
が
担
う
も
の
と
す
る
。

 

・
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者
は
、
医
療
安
全

管
理
部
門
、
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
、

医
療
機
器
安
全
管
理
責
任
者
等
を
統
括
す

る
こ
と
と
す
る
。

 

 

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
医
療
安
全
管

理
部
門
、
医
療
安
全
管
理
委
員
会
、
医
薬
品
安

全
管
理
責
任
者
、
医
療
機
器
安
全
管
理
責
任
者

の
業
務
を
統
括
す
る
医
療
安
全
管
理
責
任
者

を
配
置
す
る
。
（
新
規
）
 

 
 

 ・
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者

は
医
療
安
全
担
当
副
院

長
が
担
う
こ
と
と
す
る
。
 

・
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者

は
、
医
師
又
は
歯
科
医
師

と
し
、
常
勤
と
す
る
。
 

  

表
の
左
か
ら
３
列
目
の
欄
の
記
号
及
び
か
っ
こ
書
の
意
義
は
下
記
の
と
お
り
。

 

◎
：
特
定
機
能
病
院
に
係
る
改
正
事
項
。

 

○
：
病
院
等
（病
院
・
診
療
所
・助
産
所
）
に
係
る
改
正
事
項
。

 

（
新
規
）：
新
た
に
省
令
に
追
加
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
事
項
。

 

（
改
正
）：
既
存
の
省
令
の
改
正
を
行
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
事
項
。

 

（
通
知
）：
既
存
の
通
知
事
項
を
省
令
に
追
加
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
事
項
。

 

別
紙
１

 



2
 

 

②
 
医
療
安
全
管
理
部
門
の
体
制
強
化

 

            

･ 
医
療
安
全
管
理
部
門
に
は
、
多
く
の

病
院
で
専
従
の
看
護
師
が
配
置
さ
れ

て
い
た
が
、
よ
り
安
全
対
策
を
徹
底

す
る
た
め
に
は
、
専
従
の
医
師
・
薬

剤
師
の
配
置
を
求
め
る
現
場
の
声
が

多
か
っ
た
。

 

   
     

②
 
医
療
安
全
管
理
部
門
の
体
制
強
化

 

             ・
 
新
た
に
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
れ

ぞ
れ
を
医
療
安
全
管
理
部
門
に
原
則
専
従

と
す
る
等
、
人
員
体
制
を
強
化
す
る
。
 

        

     

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
医
療
安
全
管

理
部
門
を
設
置
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ

せ
る
。（

改
正
）
 

・
 
医
療
安
全
管
理
委
員
会
に
係
る
事
務
。（

通
知
）
 

・
 
事
故
等
の
発
生
時
に
お
け
る
、
診
療
録
の
確
認
、

患
者
へ
の
説
明
等
の
適
切
な
対
応
。（

通
知
）
 

・
 
医
療
安
全
に
係
る
連
絡
調
整
。（

通
知
）
 

・
 
医
療
安
全
に
資
す
る
診
療
内
容
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
及

び
職

員
の

医
療

安
全

の
認

識
の

状
況

の
確

認
。（

新
規
）
 

 
 

 

◎
 
医
療
安
全
管
理
部
門
に
は
、
専
従
の
医
師
、

薬
剤
師
及
び
看
護
師
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
（
新
規
）

 

注
）
平
成

30
年
３
月
ま
で
の
間
、
配
置
に
努
め
る
旨

の
経
過
措
置
を
併
せ
て
規
定
。（

や
む
を
得
な
い
場

合
に
限
る
。）

 

        

             ・
 
「
専
従
」
と
は
、
常
勤

で
雇
用
さ
れ
て
い
る
職

員
に
お
い
て
、
そ
の
就
業

時
間
の
８
割
以
上
を
該

当
業
務
に
従
事
し
て
い

る
場
合
と
す
る
が
、
次
の

時
限
的
な
取
扱
い
を
行

う
。
 

 

✓
 
平
成

3
2
年
３
月
ま
で
の

間
、
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、

そ
の
就
業
時
間
の
５
割
以

上
を
該
当
業
務
に
従
事
す

る
者
を
同
職
種
で
複
数
名

配
置
し
て
い
る
場
合
は
、
当

該
職
種
の
専
従
職
員
を
置

い
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
平
成

30
年
３
月
ま
で
の

や
む
を
得
な
い
場
合
は
１

名
で
可
。）

 
 



3
 

 

  

 

 ③
 
事
故
を
防
ぐ
体
制
の
確
保
（
医
療

安
全

に
資

す
る

診
療

内
容

の
モ

ニ

タ
リ
ン
グ
等
）
等

 

  

    ③
 
事
故
を
防
ぐ
体
制
の
確
保
（
医
療

安
全

に
資

す
る

診
療

内
容

の
モ

ニ

タ
リ
ン
グ
等
）
等

 

・
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者
等
は
、
新
た
に

平
時
か
ら
医
療
安
全
に
資
す
る
診
療
内
容

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
手
術
時
の
血
栓
予
防

策
実
施
率
等
）
や
医
療
安
全
の
認
識
の
浸

透
度
の
確
認
等
を
行
い
、
結
果
に
基
づ
い

て
事
故
等
の
防
止
策
を
立
案
し
、
周
知
す

る
。

 

・
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者
等
は
、
事
故
等

の
防
止
策
の
周
知
や
実
施
の
状
況
等
を
含

む
事
故
等
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
へ
の
取
組

状
況
を
確
認
し
、
不
十
分
な
場
合
は
研

修
・
指
導
等
を
行
う
。

 

            

    ○
 
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
安
全
管
理
委

員
会
を
設
置
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ

せ
る
。（

改
正
）
 

 
・
 
重
大
な
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
、
速

や
か
な
原
因
の
分
析
。（

通
知
）
 

 
・
 
問
題
の
原
因
分
析
の
結
果
を
活
用
し
た
、
事
故

等
の
防
止
の
た
め
の
改
善
策
の
立
案
。（

通
知
）
 

・
 
事
故
等
の
防
止
の
た
め
の
改
善
策
の
実
施
及
び

当
該
改
善
策
の
職
員
へ
の
周
知
。（

通
知
）
 

・
 
改
善
策
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
必
要
に
応
じ

た
改
善
策
の
更
な
る
見
直
し
。（

通
知
）
 

 

※
 
非
常
勤
の
場
合
は
そ
れ
に

相
当
す
る
時
間
を
医
療
安
全

管
理
部
門
の
業
務
に
従
事
し

て
い
る
こ
と
が
必
要
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④
 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト

等
の
報
告

 

･ 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の

報
告
件
数
は
、
年
間

2,
00
0～

3,
00
0

件
の
病
院
か
ら
１
万
件
を
超
え
る
病

院
ま
で
あ
っ
た
。

 
 

 ･
 

報
告
の
対
象
と

な
る

事
故

等
の

基

準
が
不
明
確
、
又
は
、
報
告
制
度
が

機
能
し
て
い
る
か
否
か
の
確
認
が
不

十
分
な
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 

･ 
死
亡
事
例
に
つ
い
て
、
既
に
全
て
の

事
案
を
把
握
し
て
い
る
病
院
が
あ
る

一
方
で
、
今
般
の
群
馬
大
学
医
学
部

附
属
病
院
で
の
事
案
を
踏
ま
え
把
握

す
る
取
組
を
開
始
し
た
病
院
や
取
組

を
行
っ
て
い
な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 

         

④
 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト

等
の
報
告

 

（
ア
）
全
死
亡
例
の
報
告

 

・
 
死
亡
事
例
に
つ
い
て
は
、
全
例
を
医
療

安
全
管
理
部
門
へ
報
告
す
る
。
医
療
安
全

管
理
部
門
は
、
そ
の
内
容
を
管
理
者
へ
速

や
か
に
報
告
す
る
。
医
療
安
全
管
理
部
門

及
び
医
療
安
全
管
理
委
員
会
は
、
必
要
な

検
証
等
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も

管
理
者
へ
報
告
す
る
。
 

 （
イ
）
死
亡
以
外
の
事
例
の
報
告

 

・
 
死
亡
以
外
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
当
該

事
例
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
な

い
限
り
、
当
該
事
例
を
認
識
し
た
全
職
員

が
報
告
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

省
は
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
、
各
特
定

機
能
病
院
は
、
そ
の
考
え
方
を
踏
ま
え
て

基
準
※
を
設
定
し
、
報
告
を
徹
底
さ
せ
る
。
 

 ※
 
例
え
ば
、「

軽
微
で
は
な
い
処
置
等
が

必
要
に
な
る
レ
ベ
ル
」
等

 

 （
ウ
）
報
告
状
況
の
確
認
と
指
導

 

・
 
（
ア
）
及
び
（
イ
）
の
取
組
が
適
切
に

な
さ
れ
て
い
る
か
医
療
安
全
管
理
責
任
者

等
が
定
期
的
に
確
認
し
、
結
果
を
管
理
者

に
報
告
す
る
。
不
十
分
な
場
合
は
報
告
が

適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
研
修
・
指
導
等
を

行
う
。

 

 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
職
員
に
速
や

か
に
医
療
安
全
管
理
部
門
へ
下
記
の
事
項
を

報
告
さ
せ
る
。
（
新
規
）
 

①
 
入
院
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
 

（
報
告
す
る
事
項
）
 

死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
前
の
状
況
 

 

②
 
死
亡
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
、
通
常
の
経

過
で
は
必
要
が
な
い
処
置
又
は
治
療
が
必

要
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
特
定
機
能
病
院

の
管
理
者
が
定
め
る
水
準
以
上
の
事
象
が

発
生
し
た
場
合
 

（
報
告
す
る
事
項
）
 

事
象

の
発

生
の

事
実

及
び

事
象

の
発

生

前
の
状
況
 

 （
医
療
安
全
管
理
委
員
会
の
業
務
に
追
加
）

 

◎
 
医
療
安
全
管
理
委
員
会
は
、
①
及
び
②
の
報

告
が
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、

結
果
を
管
理
者
に
報
告
す
る
。
報
告
が
不
十
分

な
場
合
は
報
告
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
研

修
・
指
導
等
を
行
う
。
（
新
規
）
 

・
 
「
通
常
の
経
過
で
は
必

要
が
な
い
処
置
又
は
治

療
」
に
は
、
軽
微
な
処
置

や
治
療
（
入
院
日
数
が
延

長
す
る
等
の
影
響
が
な

い
処
置
や
治
療
）
は
含
ま

な
い
こ
と
と
す
る
。
ま

た
、
報
告
対
象
と
な
る
事

象
に
つ
い
て
は
、
行
っ
た

医
療
等
に
起
因
す
る
か

及
び
当
該
事
例
を
予
期

し
て
い
た
か
は
問
わ
ず

対
象
と
す
る
。
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･ 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の

事
例
収
集
は
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
の
要
因
分
析
、
再
発
防
止
策
の
検

討
、
再
発
防
止
策
の
実
施
が
徹
底
さ

れ
て
い
る
か
の
検
証
が
不
十
分
な
病

院
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
事
故
を
防
ぐ

た
め
の
対
策
に
つ
い
て
、
対
応
が
不

十
分
と
答
え
た
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 

               
   

⑤
 
内
部
通
報
窓
口
の
設
置

 

・
 
法
令
違
反
等
の
不
正
等
や
イ
ン
シ
デ
ン

ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
報
告
に
つ
い
て
、
匿

名
通
報
が
可
能
な
内
部
通
報
窓
口
機
能
を

設
け
る
こ
と
を
義
務
化
す
る
。
厚
生
労
働

省
は
、
匿
名
性
の
確
保
方
法
等
の
実
施
方

法
に
つ
い
て
、
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
。

通
報
内
容
及
び
対
処
内
容
に
つ
い
て
、
管

理
者
は
定
期
的
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ

て
是
正
措
置
等
の
指
導
を
行
う
。

 

  

  

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
開
設
者
と
協

議
の
上
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療

安
全
管
理
の
適
正
な
実
施
に
疑
義
が
生
じ
た

場
合
等
の
情
報
提
供
を
受
け
付
け
る
た
め
の

窓
口
を
病
院
そ
の
他
の
適
切
な
機
関
に
設
置

す
る
。
（
新
規
）
 

 
・

 
内
部
通
報
窓
口
に
つ
い
て
の
、
通
報
対
象
事
実

の
範
囲
や
匿
名
性
の
確
保
方
法
そ
の
他
必
要
な
実

施
方
法
の
策
定
。
 

 
・

 
内
部
通
報
窓
口
の
存
在
及
び
窓
口
の
使
用
方
法

に
つ
い
て
の
病
院
内
へ
の
周
知
。
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⑥
 
医
薬
品
安
全
管
理
に
つ
い
て

 

･
 

医
薬
品
安
全
情

報
等

の
職

員
へ

の

提
供

は
行

っ
て

い
る

に
も

関
わ

ら

ず
、
実
際
の
周
知
状
況
が
十
分
に
把

握
さ
れ
て
い
な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 ･
 

オ
ー
ダ
リ
ン
グ

シ
ス

テ
ム

に
予

め

医
薬
品
情
報
を
入
力
し
、
適
応
外
や

禁
忌
に
該
当
す
る
処
方
が
行
わ
れ
た

場
合
に
、
自
動
的
に
処
方
医
へ
の
警

告
や
調
剤
す
る
薬
剤
師
へ
の
情
報
提

供
が
行
わ
れ
る
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 

⑥
 
医
薬
品
安
全
管
理
に
つ
い
て

 

（
ア
）
医
薬
品
情
報
の
整
理
、
周
知
及

び
周
知
状
況
確
認
の
徹
底

 

・
 
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
の
指
示
の
下
、

薬
剤
師
等
が
院
内
の
医
薬
品
の
使
用
状
況

を
定
期
的
に
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま

え
て
、
添
付
文
書
情
報
（
禁
忌
、
警
告
等
）

等
、
医
薬
品
情
報
の
整
理
を
行
い
、
院
内

に
周
知
す
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。
ま
た
、

医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
新
た
に
医

薬
品
情
報
の
周
知
状
況
の
確
認
の
方
法
を

定
め
る
こ
と
と
し
、
薬
剤
師
等
は
当
該
手

順
に
沿
っ
て
定
期
的
に
確
認
を
行
う
。

 

（
イ
）
適
応
外
、
禁
忌
等
の
処
方
に
係

る
確
認
及
び
必
要
な
指
導

 

・
 
適
応
外
、
禁
忌
等
に
該
当
す
る
使
用
方

法
に
つ
い
て
、
処
方
時
等
に
薬
剤
師
等
が

可
能
な
範
囲
で
把
握
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
、
処
方
し
た
医
師
に
対
し
て
処
方
の

必
要
性
や
リ
ス
ク
検
討
の
有
無
、
処
方
の

妥
当
性
等
を
確
認
し
、
指
導
を
行
う
手
順

に
つ
い
て
、
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、

新
た
に
明
確
化
す
る
。
薬
剤
師
等
は
当
該

手
順
に
沿
っ
た
業
務
を
実
施
す
る
。

 

        

○
 
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
薬
品
の
使
用
に
係

る
安
全
な
管
理
の
た
め
の
責
任
者
（
医
薬
品
安

全
管
理
責
任
者
）
を
配
置
し
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を
行
わ
せ
る
。（

改
正
）

 

・
 
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
の
業
務
に
関
す
る

手
順
書
の
作
成
。（

通
知
）
 

・
 
職
員
に
対
す
る
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
の

研
修
の
実
施
。（

通
知
）
 

・
 
職
員
に
よ
る
、
医
薬
品
の
業
務
手
順
書
に
基
づ

く
業
務
実
施
の
徹
底
。（

通
知
）
 

・
 
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
に
必
要
と
な
る
未

承
認
・
適
応
外
・
禁
忌
等
に
該
当
す
る
処
方
を
含

む
情
報
の
収
集
そ
の
他
の
医
薬
品
の
安
全
確
保
を

目
的
と
し
た
改
善
の
た
め
の
方
策
の
実
施
及
び
職

員
に
よ
る
当
該
方
策
実
施
の
徹
底
。（

改
正
）
 

 

（
補
足
）

 
医
療
機
器
の
安
全
使
用
の
た
め
の
責
任

者
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
通
知
事
項
を
省
令
で

規
定
す
る
改
正
を
行
う
。
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（
ウ
）
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
に
よ

る
確
認
と
指
導

 

・
 
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
は
、
新
た
に

（
ア
）
及
び
（
イ
）
に
お
け
る
手
順
に
沿

っ
た
薬
剤
師
等
の
業
務
状
況
を
定
期
的
に

確
認
す
る
。
ま
た
、

(
イ
)
に
お
け
る
薬
剤

師
等
に
よ
る
処
方
時
等
の
把
握
状
況
に
つ

い
て
定
期
的
に
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

把
握
方
法
の
見
直
し
を
行
う
他
、
処
方
し

た
医
師
へ
の
指
導
を
行
う
。
 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
医
薬
品
安
全

管
理
責
任
者
に
、
担
当
者
を
指
名
さ
せ
、
以
下

の
業
務
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
業
務
の

実
施
状
況
を
確
認
さ
せ
、
及
び
必
要
な
指
導
を

行
わ
せ
る
。
（
新
規
）
 

・
 
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
の
業
務
に
資
す
る
、

医
薬
品
情
報
の
整
理
、
周
知
及
び
周
知
状
況
の
確

認
。
 

・
 
未
承
認
・
適
応
外
・
禁
忌
等
に
該
当
す
る
処
方

に
関
し
、
処
方
の
把
握
の
た
め
の
体
系
的
な
仕
組

み
の
構
築
並
び
に
当
該
仕
組
み
に
よ
り
把
握
し
た

処
方
に
対
す
る
必
要
性
等
の
検
討
の
確
認
、
必
要

な
指
導
及
び
こ
れ
ら
の
結
果
の
共
有
。
 

 
⑦

 
管
理
者
に
お
け
る
医
療
安
全
管

理
経
験
の
要
件
化
及
び
管
理
者
、

医
療
安
全
管
理
責
任
者
等
に
よ
る

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
向
け
研
修
の
受

講
 

・
 
管
理
者
の
任
命
に
当
た
っ
て
、
医
療
安

全
管
理
業
務
の
経
験
な
ど
医
療
安
全
管
理

に
関
す
る
経
験
を
求
め
る
。

 

・
 
管
理
者
、
医
療
安
全
管
理
責
任
者
等
に
、

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
層
向
け
の
医
療
安
全
研
修

の
受
講
を
求
め
る
。
 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
開
設
者
は
、
管
理
者
を
任

命
し
た
と
き
は
、
当
該
管
理
者
が
、
医
療
安
全

管
理
業
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
新
規
）
 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
自
ら
定
期
的

に
医
療
安
全
管
理
に
係
る
研
修
を
受
講
す
る

と
と
も
に
、
医
療
安
全
管
理
責
任
者
、
医
薬
品

安
全
管
理
責
任
者
及
び
医
療
機
器
安
全
管
理

責
任
者
に
、
定
期
的
に
医
療
安
全
管
理
に
係
る

研
修
を
受
講
さ
せ
る
。
（
新
規
）
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 （
２
）
外
部
監
査
に
つ
い
て

 

①
 
監
査
委
員
会
に
よ
る
外
部
監
査

 

･ 
医
療
安
全
管
理
部
門
を
監
査
・
評
価

す
る
体
制
が
未
整
備
で
あ
っ
た
。

 

･
 

内
部
監
査
の
た

め
の

部
門

を
設

置

し
て
い
な
い
病
院
、
内
部
監
査
を
実

施
し
て
い
な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 

（
２
）
外
部
監
査
に
つ
い
て

 

①
 
監
査
委
員
会
に
よ
る
外
部
監
査
 

新
た
に
設
け
る
「
監
査
委
員
会
」
に
よ
る

医
療
安
全
管
理
業
務
の
外
部
監
査
 

・
 
開
設
者
は
、
利
害
関
係
が
な
く
、
医
療

安
全
や
法
学
な
ど
の
一
定
レ
ベ
ル
以
上
の

専
門
性
を
持
っ
た
第
三
者
及
び
一
般
の
立

場
の
者
を
含
む
監
査
委
員
会
を
設
置
す

る
。
監
査
委
員
会
の
委
員
任
命
は
開
設
者

が
行
う
こ
と
と
し
、
監
査
委
員
会
の
長
及

び
委
員
の
過
半
数
は
外
部
の
者
と
す
る
。

ま
た
、
委
員
名
簿
、
選
定
理
由
等
は
、
厚

生
労
働
省
に
届
け
出
る
と
と
も
に
公
表
す

る
。

 

・
 
監
査
委
員
会
は
、
管
理
者
の
下
で
医
療

安
全
管
理
責
任
者
、
医
療
安
全
管
理
部
門
、

医
療
安
全
管
理
委
員
会
、
医
薬
品
安
全
管

理
責
任
者
等
の
業
務
が
適
切
に
実
施
さ
れ

て
い
る
か
等
に
つ
い
て
、
管
理
者
か
ら
報

告
等
を
求
め
る
と
と
も
に
、
実
地
で
確
認

を
行
う
。

 

・
 
監
査
委
員
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
是

正
措
置
を
講
じ
る
よ
う
、
開
設
者
及
び
管

理
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
。

 

・
 
結
果
に
つ
い
て
は
、
原
則
公
表
す
る
。

 

       

 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
満
た
す
監
査
委
員
会
の
設
置
並
び
に

委
員
名
簿
及
び
選
定
理
由
を
厚
生
労
働
大
臣

に
届
け
出
る
と
と
も
に
公
表
を
行
う
こ
と
を

開
設
者
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

新
規
）
 

 ・
 
監
査
委
員
会
の
委
員
は
三
人
以
上
で
、
委
員
長

及
び
委
員
の
半
数
を
超
え
る
数
は
、
当
該
病
院
と

利
害
関
係
の
な
い
者
（
注
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
注
）
利
害
関
係
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
医
療
に

係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
、
法

律
に
関
す
る
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経

験
を
有
す
る
者
、
医
療
を
受
け
る
者
（
医
師
そ
の
他

の
医
療
従
事
者
以
外
の
者
と
す
る
）
を
含
む
も
の
と

す
る
。
 

・
 
少
な
く
と
も
年
二
回
監
査
委
員
会
を
開
催
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

◎
 
監
査
委
員
会
は
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

（
新
規
）

 

 
①
 
医
療
安
全
管
理
責
任
者
、
医
療
安
全
管
理
部
門
、

医
療
安
全
管
理
委
員
会
、
医
薬
品
安
全
管
理
責
任

者
等
の
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
の
、
管
理
者
等
か

ら
の
報
告
の
求
め
及
び
必
要
に
応
じ
た
確
認
の
実

施
。
 

②
 
必
要
に
応
じ
、
医
療
に
係
る
安
全
管
理
に
つ
い

て
の
是
正
措
置
を
講
ず
る
よ
う
、
開
設
者
及
び
管

理
者
に
対
し
て
の
意
見
の
表
明
。
 

③
 
①
、
②
の
業
務
の
実
施
結
果
の
公
表
。
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②
 
特
定
機
能

病
院
間
相

互
の
ピ
ア
レ

ビ
ュ
ー
 

・
 
特
定
機
能
病
院
の
職
員
（
医
療
安
全
管

理
責
任
者
等
、
医
療
安
全
管
理
の
専
門
家

等
）
が
、
別
の
特
定
機
能
病
院
に
対
し
て
、

ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
（
実
地
調
査
）
を
行
う
。

 

・
 
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
者
は
、
専
門
的

見
地
か
ら
、
下
記
の
よ
う
な
医
療
安
全
管

理
等
に
係
る
点
に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
、
改
善
の
た
め
の
技
術
的

助
言
等
を
行
う
。

 

◆
 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
や
ア
ク
シ
デ
ン
ト
の

報
告
等
の
状
況
（
報
告
、
分
析
、
改
善

策
の
立
案
及
び
実
施
等
）

 

◆
 
医
療
安
全
管
理
委
員
会
の
議
論
の
状

況
 

◆
 
医
薬
品
等
の
安
全
使
用
体
制
の
状
況

等
（
医
薬
品
安
全
管
理
責
任
者
の
業
務

等
）
 

◆
 
高
難
度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ
ロ

セ
ス
の
運
用
状
況

 

・
 
監
査
委
員
会
の
結
果
や
委
員
選
定
理
由

を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
す
る
。

 

・
 
各
病
院
の
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
結
果
は
、

全
特
定
機
能
病
院
が
集
ま
る
会
議
を
開
催

し
共
有
す
る
。
ま
た
、
社
会
保
障
審
議
会

医
療
分
科
会
に
報
告
し
、
必
要
な
助
言
を

受
け
る
。

 

      

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
年
に
一
回
以

上
、
他
の
特
定
機
能
病
院
に
職
員
を
立
ち
入
ら

せ
、
必
要
に
応
じ
、
医
療
に
係
る
安
全
管
理
の

改
善

の
た

め
の

技
術

的
助

言
を

行
わ

せ
る

。

（
新
規
）

 

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
年
に
一
回
以

上
、
他
の
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
が
行
う
職

員
の
立
入
り
を
受
け
入
れ
、
医
療
に
係
る
安
全

管
理
の
改
善
の
た
め
の
技
術
的
助
言
を
受
け

る
こ
と
と
す
る
。
（
新
規
）
 

・
 
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施

者
は

、
専

門
的

見
地

か

ら
、
下
記
の
よ
う
な
医
療

安
全

管
理

等
に

係
る

点

に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、

必
要
に
応
じ
て
、
改
善
の

た
め

の
技

術
的

助
言

等

を
行
う
。
 

◆
 
イ
ン
シ
デ
ン
ト
や
ア
ク

シ
デ
ン
ト
の
報
告
等
の
状

況
（
報
告
、
分
析
、
改
善
策

の
立
案
及
び
実
施
等
）

 

◆
 
医
療
安
全
管
理
委
員
会

の
議
論
の
状
況

 

◆
 
医
薬
品
等
の
安
全
使
用

体
制
の
状
況
等
（
医
薬
品

安
全
管
理
責
任
者
の
業
務

等
）
 

◆
 
高
難
度
新
規
医
療
技
術

の
導
入
プ
ロ
セ
ス
の
運
用

状
況
 

・
 
各
病
院
の
ピ
ア
レ
ビ
ュ

ー
の
結
果
は
、
年
に
一
回

以
上
、
全
特
定
機
能
病
院

が
集

ま
る

会
議

を
開

催

し
共
有
す
る
。
ま
た
、
社

会
保

障
審

議
会

医
療

分

科
会
に
報
告
し
、
必
要
な

助
言
を
受
け
る
。
 



1
0
 

 

 
（
３
）
 取

組
に
応
じ
た
評
価
・
公
表
の

仕
組
み
及
び
当
該
仕
組
み
に
基
づ

く
診
療
報
酬
上
の
対
応
の
検
討

 

・
 
特
定
機
能
病
院
の
医
療
安
全
確
保
等
の

取
組
に
応
じ
た
評
価
を
行
い
、
公
表
す
る

仕
組
み
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も
に
、

従
来
の
医
療
機
能
の
評
価
に
加
え
、
当
該

仕
組
み
に
基
づ
く
診
療
報
酬
上
の
対
応
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

 

                      

  

 ※
 

今
回

の
承

認
要

件
見

直
し

を
踏

ま
え

て
引

き

続
き
検
討
。
 

  



1
1

 

 ２
．
 イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
及

び
診
療
録
等

 

･ 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の

実
施
方
法
や
内
容
に
つ
い
て
、
共
通

の
ル
ー
ル
を
設
け
て
な
い
病
院
が
あ

っ
た
。

 

･ 
診
療
録
や
看
護
記
録
に
つ
い
て
、
監

査
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
な
い
病
院

が
あ
っ
た
。

 

   

２
．
 イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
及

び
診
療
録
等

 

（
１
）
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

の
適

切
な

実
施

の
確

認
等

に
係

る

責
任

者
の

配
置

及
び

イ
ン

フ
ォ

ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
実
施
状
況
の

確
認
等

 

・
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
つ

い
て
は
、
医
療
法
上
努
力
義
務
で
あ
る
が
、

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
確
実

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
院
内
で
の
実
施
方

法
（
説
明
時
の
同
席
者
に
係
る
規
定
や
説

明
内
容
等
）
を
標
準
化
し
、
医
師
は
当
該

方
法
に
沿
っ
て
実
施
す
る
。

 

∙
 新

た
に
、
管
理
者
が
指
名
し
た
者
が
定
期

的
に
診
療
録
等
の
記
載
内
容
の
確
認
を
行

う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
記
載
方

法
や
内
容
の
指
導
を
行
う
。

 

   

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
り
職
員
に
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ

ン
セ
ン
ト
を
適
切
に
取
得
さ
せ
る
。（

新
規
）

 

・
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
係
る
責
任

者
の
配
置
。
 

・
 
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
説
明
時
の

同
席
者
及
び
標
準
的
な
説
明
内
容
そ
の
他
必
要
な

実
施
の
方
法
に
係
る
規
程
の
作
成
。
 

 

 ・
 
当
該
責
任
者
は
、
定
期

的
に

実
施

状
況

を
確

認

し
、
不
十
分
な
場
合
は
実

施
が

適
切

に
な

さ
れ

る

よ
う
研
修
・
指
導
等
を
行

う
。
 



1
2
 

 

 
（
２
）

 
診
療
録
の
確
認
等
の
責
任
者
の

配
置

及
び

診
療

録
の

記
載

内
容

の

確
認
等

 

・
 
新
た
に
、
管
理
者
が
指
名
し
た
者
が
定

期
的
に
診
療
録
等
の
記
載
内
容
の
確
認
を

行
う
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
記
載

方
法
や
内
容
の
指
導
を
行
う
。

 

   

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
診
療
録
の
管

理
に
関
す
る
責
任
者
を
定
め
、
当
該
責
任
者
に

診
療
録
の
記
載
内
容
を
確
認
さ
せ
る
な
ど
、
診

療
録
の
適
切
な
管
理
を
行
う
。（

新
規
）

 

 ・
 
診
療
録
の
管
理
に
関
す

る
責
任
者
は
、
定
期
的
に

診
療

録
等

の
記

載
内

容

の
確
認
を
行
い
、
不
十
分

な
場
合
は
、
記
載
方
法
や

内
容
の
研
修
・
指
導
等
を

行
う
。
 

３
．
 高

難
度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ

ロ
セ
ス

 

･
 

新
規
医
療
技
術

を
導

入
す

る
に

当

た
り
、
病
院
と
し
て
の
事
前
審
査
委

員
会
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
等
の
病

院
ル
ー
ル
が
な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 

･ 
ル
ー
ル
を
設
定
し
て
い
て
も
、
こ
れ

ら
の
ル
ー
ル
が
徹
底
さ
れ
ず
、
診
療

科
ご
と
の
遵
守
状
況
が
異
な
っ
て
い

る
状
況
が
あ
っ
た
。

 

 

３
．

 
高
難
度

新
規
医
療

技
術
の
導
入

 

プ
ロ
セ
ス

 

・
 
新
た
に
高
難
度
新
規
医
療
技
術

※
を
導
入

す
る
際
の
手
続
（
診
療
科
か
ら
の
事
前
申

請
や
担
当
部
門
に
よ
る
事
前
確
認
等
）
を

定
め
、
当
該
手
続
に
基
づ
く
対
応
を
義
務

化
す
る
。

 

 ※
 
当
該
医
療
機
関
で
事
前
に
行
っ
た
こ

と
の
な
い
手
術
・
手
技
（
軽
微
な
術
式

変
更
等
を
除
く
。）

で
あ
り
、
人
体
へ
の

影
響
が
大
き
い
も
の
（
当
該
医
療
技
術

の
実
施
に
関
連
す
る
死
亡
の
可
能
性
が

想
定
さ
れ
る
も
の
）
を
想
定
。

 

 

・
 
事
前
確
認
を
行
う
担
当
部
門
は
、
こ
れ

ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
遵
守
状
況
を
確
認
す

る
。

 

 ※
 
死
亡
事
例
に
つ
い
て
、
当
該
手
続
に

基
づ
く
対
応
が
適
切
に
さ
れ
て
い
た
か

を
事
後
検
証
す
る
。

 

 

（
高
難
度
新
規
医
療
技
術
へ
の
対
応
に
つ
い
て
）
 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
当
該
医
療
機

関
で
事
前
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
手
術
・
手
技

（
軽
微
な
術
式
変
更
等
を
除
く
。）

で
あ
っ
て
、

人
体
へ
の
影
響
が
大
き
い
も
の
（
高
難
度
新
規

医
療
技
術
）
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
、
高

難
度
医
療
技
術
の
実
施
の
適
否
を
確
認
す
る

部
門
を
設
置
す
る
。
（
新
規
）
 

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
高
難
度
新
規

医
療
技
術
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
職
員

が
遵
守
す
べ
き
事
項
及
び
当
該
部
門
が
確
認

す
べ

き
事

項
を

定
め

た
規

程
を

作
成

す
る

。

（
新
規
）

 

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
当
該
部
門

に
、
職
員
の
当
該
規
程
に
定
め
ら
れ
た
事
項
の

遵
守
状
況
を
確
認
さ
せ
る
。
（
新
規
）
 

 

 ・
 
当
該
部
門
は
、
上
記
プ

ロ
セ

ス
の

遵
守

状
況

を

確
認
し
、
不
十
分
な
場
合

は
、
研
修
・
指
導
等
を
行

う
（

死
亡

事
例

に
つ

い

て
、
当
該
手
続
に
基
づ
く

対
応

が
適

切
に

さ
れ

て

い
た

か
を

事
後

検
証

す

る
。）
。
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（
未
承
認
の
医
薬
品
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
）

 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
当
該
医
療
機

関
で
事
前
に
行
っ
た
こ
と
の
な
い
未
承
認
の

医
薬
品
等
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
、
実
施

の
適
否
を
確
認
す
る
部
門
を
設
置
し
、
そ
の
リ

ス
ク
に
応
じ
て
、
必
要
な
確
認
を
行
う
。
（
新

規
）

 

◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
未
承
認
の
医

薬
品
等
に
よ
る
医
療
を
行
う
場
合
に
職
員
が

遵
守
す
べ
き
事
項
及
び
当
該
部
門
が
確
認
す

べ
き
事
項
を
定
め
た
規
程
を
作
成
す
る
。
（
新

規
）

 

 ◎
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
当
該
部
門

に
、
職
員
の
当
該
規
程
に
定
め
ら
れ
た
事
項
の

遵
守
状
況
を
確
認
さ
せ
る
。
（
新
規
）
 

 

  ※
当
該
部
門
に
つ
い
て
、
薬

事
委
員
会
な
ど
院
内
の

既
存
の
組
織
を
活
用
す

る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
 

   

４
．
 職

員
研
修
の
必
須
項
目
の
追
加
及

び
効
果
測
定
の
実
施

 

･
 

研
修
の
理
解
度

等
を

把
握

し
て

い

な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 
  ･
 

研
修
の
未
受
講

者
へ

の
対

策
を

行

っ
て
い
な
い
病
院
が
あ
っ
た
。

 

 

４
．
 
職
員
研
修
の
必
須
項
目
の
追
加
及

び
効
果
測
定
の
実
施

 

・
 
現
在
も
医
療
に
係
る
安
全
管
理
及
び
医
薬

品
等
の
安
全
使
用
の
た
め
の
研
修
を
実
施
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
よ
り
効
果

的
な
研
修
と
す
る
た
め
、
以
下
の
点
に
つ
い

て
新
た
に
義
務
化
す
る
。

 

✓
 
必
ず
実
施
す
べ
き
研
修
項
目
の
追
加

（
診
療
ル
ー
ル
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク

シ
デ
ン
ト
報
告
の
ル
ー
ル
、
具
体
的
事
例

の
改
善
策
等
）

 

✓
 

e
-
le
a
rn
i
ng

な
ど
を
活
用
し
た
研
修
実

施
後
の
学
習
効
果
測
定
の
実
施

 

○
 
病
院
等
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
、
医
療
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
職

員
研
修
を
実
施
す
る
。（

改
正
）

 

・
 
医
療
に
係
る
安
全
管
理
の
た
め
の
基
本
的
考
え

方
及
び
具
体
的
方
策
（
通
知
）
 

・
 
職
員
の
安
全
に
対
す
る
意
識
、
安
全
に
業
務
を

遂
行
す
る
た
め
の
技
能
及
び
チ
ー
ム
の
一
員
と
し

て
の
意
識
の
向
上
（
通
知
）
 

  

  ・
 
特
定
機
能
病
院
の
管
理

者
は
、
e-
le
ar
ni
ng

な

ど
を
活
用
し
た
研
修
実

施
後
の
学
習
効
果
測
定

を
実
施
す
る
。
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◎

 
特
定
機
能
病
院
の
管
理
者
は
、
上
記
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
職
員
研
修

を
実
施
す
る
。（

新
規
）

 

・
 
今
回
見
直
さ
れ
た
医
療
安
全
に
係
る
規
定
（
イ

ン
シ
デ
ン
ト
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
等
の
報
告
、
高
難

度
新
規
医
療
技
術
の
導
入
プ
ロ
セ
ス
、
イ
ン
フ
ォ

ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
、
診
療
録
記
載
等
）
 

・
 
監
査
委
員
会
か
ら
の
指
摘
事
項
 

・
 
多
職
種
が
連
携
又
は
協
働
し
て
医
療
を
提
供
す

る
た
め
の
知
識
及
び
技
能
で
あ
っ
て
高
度
な
医
療

を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
 

 
 
そ
の
他

 

・
  

定
期
の
立
入
検
査
に
お
い
て
、
外

部
監
査
等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た

事
項
の
改
善
状
況
を
管
理
者
に
直

接
確
認
す
る
。

 

    

 ※
 
立
入
検
査
時
に
確
認

す
る
事
項
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
厚
生
労
働
省

で
検
討
。
 

  

 

注
）主
に
省
令
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
省
令
の
策
定
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
位
置
付
け
・文
言
に
変
更
が
あ
り
得
る
。

 



　　　　　　　　　　　　　

１． （１） ① 医療安全管理責任者の配置

②
医師、薬剤師及び看護師の医療安全管
理部門への専従

③
医療安全に資する診療内容のモニタリ
ング等

④
インシデント・アクシデント等の報告
※全死亡事例の報告及び一定基準以上の
　有害事象等の報告

⑤ 内部通報窓口の設置

⑥
医薬品情報の整理、周知及び周知状況
の確認の徹底並びに適応外、禁忌等の
処方に係る確認及び必要な指導

⑦

管理者における医療安全管理経験の要
件化及び管理者、医療安全管理責任者
等によるマネジメント層向け研修の受
講

（２） ① 監査委員会による外部監査

② 特定機能病院間相互のピアレビュー

（３）
取組に応じた評価・公表の仕組み及び
当該仕組みに基づく診療報酬上の対応
の検討

２． （１）

インフォームド・コンセントの適切な
実施の確認等に係る責任者の配置及び
インフォームド・コンセントの実施状
況の確認等

（２）
診療録の確認等の責任者の配置及び診
療録の記載内容の確認等

３．

高難度新規医療技術の実施に係る確認
部門の設置、規程の作成及び確認部門
による規程の遵守状況の確認等(未承認
の医薬品等に係る確認も同様とする）

４． 職員研修の必須項目の追加等

※）既存の通知を省令に追加するものについては、経過措置を設けないものとする。

経過措置について

　　　　　　　　　　　　　　　　　H28.4　　　H28.10　　　　H29.4　　　　　　　　　H30.4　　

●「特定機能病院に対する集中検査の結果及び当該結果を踏まえた対応について」において、「新たな取組については、可能なものから速やかに実
施することとし、体制の確保等一定の準備期間を要するものについては、必要な経過措置を設けた上で実施することとする」とされていることを踏まえ、
下記の通り、経過措置期間を定める。

●具体的には、公布・施行後は、取組の実施を求めることとするが、一定期間を経過するまでの間は、経過措置期間として、既に承認を得ている特定
機能病院については、新たな承認基準を満たしていなくても、承認基準を満たしているものとみなす。

経過措置期間 適用期間 

引き続き検討を実施 

別紙2 
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